
交付申請におけるよくある不備について A型

5．飲食料品等を記入した仕入請求書（または仕入納品書）の不備

□ 宛先が申請者名と一致しない

仕入請求書等の宛先は、申請する中小企業者であることが確認できる（＝屋号、法人名、店舗名等
と一致している）ことが必要です。
一致が確認できない場合、不備となることがあります。

□ 仕入れ品目が確認できない

□ 領収書を提出している

消費税軽減税率制度への対応が必要な事業者であることを確認するため、仕入れ品目が確認できる
仕入請求書等をご提出ください。

領収書等、継続的な取引が確認できない類似書類では不備となることがあります。

■仕入請求書（または仕入納品書）
である

■宛先が申請者名と一致している

■仕入れ品目の確認ができる

（参考）仕入請求書のイメージ

※仕入請求書（または仕入納品書）が提出できない場合は、コールセンターにお問い合わせください。

※軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に販売するために複数税率対応レジを導入又は改修する
必要のある事業者であることを確認します。
審査の過程で、必要に応じてレジを使用した販売実績等の追加書類の提出を求める場合があります。
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